
 

東浦町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自転車を利用する者の自転車に係る交通事故による被害の軽減

を図るため、自転車乗車用ヘルメット（以下「ヘルメット」という。）を購入する者

に対し交付する東浦町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金（以下「補助金」とい

う。）に関し、東浦町補助金等交付規則（昭和52年東浦町規則第５号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

のいずれにも該当する者とする。 

（１）町内に住所を有していること。 

（２）自転車乗車用として個人の使用を目的に、次に掲げるいずれにも該当するヘル

メットを購入していること。 

 ア 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造されたものであること。 

 イ 新品であること。 

 ウ 愛知県自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金取扱要領３（１）から

（５）までに掲げるいずれかの認証又は町長が認める認証等を受けているこ

と。 

（３）町税の滞納がないこと。 

（４）過去に愛知県自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金の適用を受けて

いないこと。 

（５）東浦町暴力団排除条例（平成23年東浦町条例第16号）第２条第２号に規定す

る暴力団員でない者又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有す

る者でないこと。 

（６）同一の補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）に対する他

の補助金の交付を受けていないこと。 

（補助対象経費） 

第３条 補助対象経費は、ヘルメットの購入に要する費用とする。 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（10円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り捨てた額）以内において町長が定める額とし、2,000

円を上限とする。 

２ 補助金の交付は、補助対象者１人につきヘルメット１個限りとする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、ヘルメ

ットを購入した後に、ヘルメットを購入した日の属する年度の３月末日までに東浦



町自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１）に次

に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。 

（１）領収書の写し等の代金の支払手続が完了したことを証する書類 

（２）ヘルメット全体及び安全基準の確認が可能な写真 

（３）その他町長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、速やかにその内容

を審査し、補助金の交付の可否を決定し、東浦町自転車乗車用ヘルメット購入費補

助金交付・不交付決定通知書（様式第２）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第７条 前条の規定により交付決定を受けた者（以下「受給者」という。）は、東浦町

自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付請求書（様式第３）を町長に提出するこ

とにより補助金を請求するものとする。 

２ 町長は、前項の請求書に基づき補助金を交付するものとする。  

 （交付決定の取消し等） 

第８条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の

交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しく

は一部の返還を求めることができる。 

（１）この要綱に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。 

（２）虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。 

 （検査等） 

第９条 町長は、受給者に対し補助金の交付に関し必要な指示をし、報告を求め、又

は検査をすることができる。 

 （その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定

める。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年７月１日から施行し、令和３年４月１日以後に購入したヘ

ルメットについて適用する。 

２ この要綱は、令和６年３月31日限り、その効力を失う。ただし、第８条及び第９

条の規定は、なお効力を有する。 



 

 


